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一　問題の所在

（１）研究に至る経緯　　筆者は、これまで、物権的請求権の日独比較研

究を行ってきた（１）。ドイツ法の研究では、ドイツ民法（以下、BGBと略す）

1004 条に基づく所有者の請求権を中心に、同請求権に関する連邦通常裁判所

（BGH）の具体的裁判例をそれなりの数整理・分析し、ドイツの裁判実務で、

具体的にどのような事案が所有権に基づく物権的請求権との関係で問題とな

っているのかをみてきたところである。

土壌汚染と物権的請求権（一）
－近時のドイツ裁判例の動向を中心に－

堀　田　親　臣

一　問題の所在

二　ドイツ法の状況

１　前提の確認

２　判例の動向（（１）具体的裁判例（以上、本号））

３　学説の動向

４　小括

三　若干の検討

四　今後の課題

（１） これについては、拙稿「物権的請求権の再検討（一、二・完）」広島法学 22 巻２号

161 頁以下、22 巻３号 61 頁以下（1998、1999 年）、「物権的請求権と費用負担の問題

についての一考察（一、二・完）」広島法学 22 巻４号 207 頁以下、23 巻１号 141 頁

以下（1999 年）、「物権的請求権における共働原因と費用負担（一、二・完）」広島法

学 23 巻４号 165 頁以下、24 巻１号 89 頁以下（2000 年）、「物権的請求権の破産法上

の取り扱いに関する一考察（一、二・完）」広島法学 24 巻４号 87 頁以下、25 巻１号

27 頁以下（2001 年）、「物権的請求権の再検討」私法 65 号 195 頁以下（2003 年）、

「物権的請求権の相手方（一、二・完）」広島法学 31 巻４号 55 頁以下、34 巻４号 37

頁以下（2008、2011 年）等を参照。
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このような研究の過程で、従前から漠然と問題として意識していたのが、

本稿で取り上げる「土壌汚染と物権的請求権の関係」についてである。何故、

このことを問題として意識するようになったかというと、それは、後述する

ように、連邦通常裁判所の複数の判決で、土壌汚染による土地所有権の侵害

が BGB1004 条に基づく所有者の物権的請求権との関係で問題とされていた

からである。

ところで、わが国では、周知の通り、土壌汚染の問題は、古くから公害・

環境問題との関係で論じられてきたところである。ただ、土壌汚染に対する

法的対応は、すでに指摘されているとおり、必ずしも迅速になされたとはい

えず、ある程度法制度が整備されてきたといえるのは比較的最近のことであ

ろう（２）。具体的には、例えば、土壌汚染は、1970 年の公害対策基本法の改正

により、いわゆる典型公害の１つに加えられはしたが、土壌汚染に係る環境

基準が設定されたのは 1991 年のことである。また、1970 年には、「農用地の

土壌の汚染防止等に関する法律」（いわゆる土壌汚染防止法）が制定された

が、その適用対象は、法律名が示すように、農用地に限られたものであり、

近時問題が顕在化しつつある市街地での土壌汚染に対しては、2002 年の土壌

汚染対策法の制定を待たねばならない。

このように、わが国では、1990 年前後から、ようやく土壌汚染に関する法

制度が整備されるようになり、また、それに先行して工場跡地等の市街地で

の土壌汚染が社会問題としても顕在化してきていた。そして、この 20 年ほ

どの土壌汚染に関する訴訟数をみると、増加傾向にあることは否定できな

い。

そこで、そのような土壌汚染に関する訴訟の内容を概観してみると、次の

（２） 土壌汚染問題と法制度の史的変遷について、ここでは、ひとまず、加藤一郎・森島

昭夫・大塚直・柳憲一郎監修『土壌汚染と企業の責任』（有斐閣、1996 年）349 頁以

下、大塚直『環境法＜第３版＞』（有斐閣・ 2010 年）395 頁以下等を参照のこと。
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ような傾向をみてとることができる。

まず、近時の訴訟は、その多くが民事訴訟であり、そこでは、取引の対象

とされた土地に土壌汚染のあることが判明したことをきっかけとして、土地

の買主が売主に対し損害賠償等を請求するという事案が複数見受けられる（３）。

また、当事者の主張を多少詳細にみてみると、次のような主張がなされてい

る。つまり、（¡）買主の売主に対する瑕疵担保責任の追及（民法 570 条、

566 条）のほか、（™）売主の債務不履行（ex.信義則に基づく説明義務違反）

による損害賠償請求、（£）不法行為に基づく損害賠償請求、（¢）買主の錯

誤による売買契約の無効主張等である。これまでの裁判例では、（¡）の瑕

疵担保責任に関するものが多く、すでに、最高裁判所の判断も示されている

ところである（４）。このように、わが国のこれまでの裁判例の動向をみると、

民事訴訟の当事者間で主として争われていたのは、土壌汚染の浄化処理に関

する費用を訴訟当事者間（多くは、売買契約の当事者間）のいずれが負担す

るかということであったといえる。

このような状況下で、わが国でも、2012 年１月に、下級審裁判例ではある

が、土壌汚染による土地所有権の侵害と物権的請求権に関する判断が、土地

所有者の予備的請求との関係で示されるに至っている（５）。前述したように、

（３） 訴訟の増加とともに、土壌汚染について論じる文献も増えつつあるが、ここでは、

ひとまず、多くの裁判例を紹介・分析する深津功二『土壌汚染の法務』（民事法研究

会・ 2010 年）202 頁以下、小澤英明『土壌汚染対策法と民事責任』（白揚社・ 2011

年）284 頁以下を参照いただきたい。

（４） 最高裁平成 22 年６月１日判決（民集 64 巻４号 953 頁）。同判決の評釈類も多数公

表されているので、問題状況を理解するために、是非参照願いたい。同判決以前の議

論状況については、例えば、松尾弘「土地取引における土壌汚染リスクの『分配』と

民法解釈」横浜国際経済法学 12 巻３号 91 頁以下（2004 年）等を参照のこと。また、

あわせて、大塚直「土壌汚染に関する不法行為及び汚染地の瑕疵について」ジュリス

ト 1407 号 66 頁以下（2010 年）も参照願いたい。

（５） 東京地裁平成 24 年１月 16 日判決（判自 357 号 70 頁以下。また、深津功二「土壌

汚染と不作為の不法行為、妨害排除請求」NBL971 号４頁以下（2012 年）も参照）。
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わが国の従来の裁判例の動向としては、民事訴訟での土壌汚染にかかわる問

題は、損害賠償が中心であったともいえるが、前記下級審裁判例の登場は、

わが国でも、土壌汚染の問題を物権的請求権と関連づけて一考する必要性が

あることを示すものであるといえよう。特に、これまでドイツの連邦通常裁

判所の裁判例を考察の対象としてきた筆者にとっては、これまで漠然とわが

国でも物権的請求権との関係で土壌汚染の問題を論じる必要があるのではな

いかと考えていたことに、その具体的必要性を示す１例が現れたと感じられ

た次第である。

（２）土壌汚染の問題を取り扱う際の視点　　ところで、物権的請求権と

の関係で、土壌汚染の問題を考えるに際し、注意しなければならないのは、

次のことである。つまり、土壌汚染がストック公害（蓄積型汚染）であると

いうことである。本来、土壌には、有害物質を吸着・固定し、または分解・

変化させるといった浄化機能がある。したがって、この処理能力を超えない

有害物質が土壌中に混入したとしても、通常、問題が生じることはない。つ

まり、土壌汚染が問題となるのは、そのような処理能力を超える有害物質が

土壌に含まれることになった場合であり、そうなると、当該有害物質は、土

壌中に蓄積し、周辺の環境に影響を及ぼすようになる。また、土壌自体の浄

化能力を超えて有害物質が存在することから、汚染土壌自体を除去等しない

限り、その影響は持続する。つまり、過去になされた土壌汚染の影響は、そ

の原因行為が止んでいても、現在だけでなく、将来にわたって継続する可能

性が高いのである。これに加えて、土壌汚染の場合には、前述の土壌の浄化

機能も関係して、土地を構成する「土壌」と「有害物質」との結び付きをど

う評価するかという問題が存在する。つまり、前掲の下級審裁判例が判示す

るように、土壌汚染の場合には、問題となっている有害物質はその土地の構

成部分となっているとみることができ、そうすると、そもそも妨害状態（土

地所有権の侵害）が存在しないとの評価も可能となる（６）。ただ、その一方で、

後述するドイツの連邦通常裁判所の判断がそうなのであるが、土壌と密接な
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結合の認められる有害物質であっても、なお一定の場合に、土地所有権の侵

害があるとの見方も存在するのである（７）。

わが国では、これまで、土壌汚染の問題は、民事訴訟との関係では損害賠

償請求が中心論点だったといえ、そうすると、ある土地の土壌汚染は、侵害

の結果生じた損害に関する問題とみるのが一般的であるかもしれない。また、

ドイツでも、学説における有力説は、例えば、「終了した作用行為によって

惹起された新たな好ましくない当該物の状態」は BGB1004 条の意味での所

有権侵害を意味せず、結果として、そこでの問題を BGB1004 条の侵害除去

請求権の問題ではなく、請求の相手方の過失を要件とする不法行為責任の問

題（BGB823 条、249 条）として処理すべきと主張する（８）。しかし、前述し

たドイツの判例は、有力説による激しい批判にさらされつつも、有害物質に

よる土壌汚染を BGB1004 条の意味での所有権侵害とみており、学説におけ

る多数も、未だ判例と同様の理解を示しているようである（９）。

（６） 前掲・東京地裁判決（前注（５））の事実関係をみていくと、訴訟の当事者間にお

ける争いはさておき、土壌汚染の原因物質を含んだ廃棄物が当該土地の前所有者の了

解の下でその土地に搬出・埋め立てられていたという事実があったようである。その

ような場合に、裁判所は、前所有者から当該土地を譲り受けた現所有者による土地所

有権の侵害の主張を認めなかった模様（詳細については、前掲・判自 357 号 70 頁以

下、特に所有権侵害の有無については 100 頁参照）。

（７） 具体的には、連邦通常裁判所の後掲［３・５］判決が明確に述べる。詳細について

は、ドイツ法の考察で改めて述べる。

（８） ここでは、例えば、グルスキー（Gursky）が、連邦通常裁判所の後掲［３］判決の

評釈において、同趣旨の主張をする（Gursky, Anmerkung, JZ 1996, S. 683ff.）。なお、

この詳細についても、改めて後述する。

（９） この点についても、詳細は改めて後述するが、ここでは、例えば、Staudinger (=J.

von Staudingers Kommentar zum Buergerlichen Gesetzbuch mit Einfuehrungsgesetz und

Nebengesetzen, Buch 3. Sachenrecht § § 985-1011, 13. Bearb. 1999 ) / Gursky, § 1004 Rn. 3 ;

jurisPK-BGB (=Juris PraxisKommentar BGB Bd. 3, 6. Aufl, 2012) / Ehlers, § 1004 Rn. 2 等参

照。
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（３）本稿の問題意識と構成　　以上のことから、筆者は、わが国でも、

ある土地の土壌汚染が、物権的請求権の要件としての「所有権侵害」と捉え

られないのかということを改めて考えてみる必要があると考えるものであ

る。確かに、前述のように、土壌汚染を「侵害行為の結果もたらされた土地

の状態」と捉え、それは（物権的請求権を生じさせる意味での）「現存する

所有権侵害」ではなく、もっぱら損害賠償の問題として論じれば足りるとい

うのも１つの考え方であろう（10）。しかし、ドイツの判例・通説は、むしろ、

そうではなく、土壌汚染の問題も物権的請求権が生じる１問題事例と位置づ

けており、そのことを参考にするならば、前述のような考え方は、唯一のも

のであるともいえないであろう。

わが国では、すでに指摘したとおり、土壌汚染に関する私法上の問題は、

損害賠償請求を中心としてきたことは否めない。したがって、物権的請求権

との関係で、この問題を考えるにあたっては、具体的裁判例等の資料に乏し

い。これに対し、ドイツでは、いくつかの連邦通常裁判所の判決が存在し、

それら判決があるが故に、その是非をめぐって、学説上もそれなりの議論の

蓄積が認められる。以上のことから、本稿では、ドイツの具体的裁判例およ

び学説の議論状況を参考に、わが国で、土壌汚染と物権的請求権という問題

を考えるにあたり、どのような解釈論の方向性がありうるのかということに

つき、若干の検討を試みることにしたい。

ところで、すでに先行研究で指摘したとおり、日独の物権的請求権をめぐ

る議論状況には、種々の相違が認められる。実際のところ、これまで述べて

きた土壌汚染と物権的請求権に関するドイツの議論状況は、当然のことなが

ら、ドイツ民法の諸制度（主に物権的請求権および損害賠償請求権）を前提

とするものであり、それがそのままわが国の解釈論に妥当するものではない。

（10） 前述したとおり、ドイツの有力説が、そのように考えるべき理由とともに主張する

考え方である。筆者も、そのように考えることを全く否定するものではない。
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特に、損害賠償の方法に関する日独法の相違は、非常に重要であり、ドイツ

の議論状況を理解するにあたり、その相違を確認することは不可欠であると

もいえる。そこで、まず、本稿では、ドイツにおける BGB1004 条の請求権

に関する解釈論の状況を判例・通説を中心に概観することとし（後記二１）、

それを踏まえ、本稿の検討課題である「土壌汚染と物権的請求権」に関する

ドイツの議論状況を考察することにする（後記二２以下）。

二　ドイツ法の状況

１　前提の確認

それでは、まず、BGB1004 条の請求権に関する解釈論の状況を判例・通説

を中心に確認することにしたい。なお、以下では、本稿の目的および紙幅の

関係上、解釈論の状況を必要な範囲で概観するに留めることをあらかじめお

断りしておきたい（11）。

＜主要関連参考条文（仮訳）＞（12）

【BGB249 条：損害賠償の種類と範囲】

①損害賠償の責任を負う者は、この義務を負わせた事情がなかった場合において存

（11） 以下、本項の記述の詳細については、前注（１）に挙げた拙稿を参照。また、ドイ

ツにおける BGB1004 条に関する議論状況は、他の研究者によっても詳細に研究され

ている。本稿の記述は、当然のことながら、それらの研究成果を大いに参考とすると

ともに、これまでの拙稿の内容を必要に応じてとりまとめたものである。なお、紙幅

の関係もあり、ここでは、大変申し訳ないが、近時の重要な研究成果として、根本尚

徳『差止請求権の理論』（有斐閣・ 2011 年）、川角由和「ドイツにおける物権的妨害

排除請求権論の到達点」龍谷法学 40 巻４号 101 頁以下（2008 年）を挙げるにとどめ

させていただく（なお、ドイツ法の状況、さらにはわが国での議論状況について、根

本・前掲書は非常に詳細であるので、参考文献等も含め、是非、参照願いたい）。

（12） 以下、BGB249 条および 823 条の条文訳は、E. ドイチュ / H.-J. アーレンス、浦川道

太郎＝訳『ドイツ不法行為法』（日本評論社・ 2008 年）331 頁以下を参考とした。
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在したであろう状態を回復しなければならない。

②身体の侵害又は物の毀損により賠償を給付しなければならない場合には、債権者

は、原状回復に代えて、これに必要な金銭を請求することができる。物の毀損の

場合には、第１文により必要とされる金額が売上税を含むのは、売上税が現実に

課されるときであって、かつその限りにおいてである。

◎2002 年７月 19 日の損害賠償法規定の改正のための第２法律による改正前の 249 条

は、以下の通り（現行規定は 2002 年８月１日から）。

【旧 BGB249 条：損害賠償の種類と範囲】

損害賠償の責任を負う者は、この義務を負わせた事情がなかった場合において存

在したであろう状態を回復しなければならない。身体の侵害又は物の毀損により賠

償を給付しなければならない場合には、債権者は、原状回復に代えて、これに必要

な金銭を請求することができる。

【BGB823 条：損害賠償義務】

①故意又は過失により他人の生命、身体、健康、自由、所有権又はその他の権利を

違法に侵害した者は、その他人に対し、これによって生じた損害を賠償する義務

を負う。

②他人の保護を目的とする法律に違反した者も、前項と同様である。法律の内容に

よれば有責性がなくても違反を生じる場合には、賠償義務は、有責性があるとき

に限り生じる。

【BGB1004 条：除去請求権及び不作為請求権】

①所有者は、その所有権が占有の侵奪又は抑留とは異なる方法で侵害されるときに

は、妨害者にその侵害の除去を請求することができる。引き続き侵害が懸念され

るときには、所有者は、不作為を訴求することができる。

②所有者が忍容義務を負うときには、前項の請求をすることはできない。

（１）BGBにおける所有権に基づく物権的請求権

BGBには、わが国の民法と異なり、所有権に基づく物権的請求権に関する
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明文規定が置かれている（BGB985 条、1004 条、1005 条）（13）。このうち、

BGB1004 条に基づく請求権が、わが国でいうところの物権的妨害排除請求権

および妨害予防請求権に対応するものと考えられている。以下では、土壌汚

染の除去との関係で主として問題となる BGB1004 条の侵害除去請求権を中

心に解釈論の状況を確認する。

（２）侵害除去請求権の要件

ドイツでは、侵害除去請求権の要件につき、「所有権侵害（ d i e

Beeintraechtigung des Eigentums）」および請求の相手方となる「妨害者（der

Stoerer）」をめぐり活発な議論が展開されている。

① BGB1004 条の意味における所有権侵害　　侵害要件について、判例・

通説は、それを「占有の侵奪又は抑留とは異なる方法」での「所有権の内容

（BGB903 条）に反するあらゆる状態」と解している（14）。なお、判例・通説は

このような非常に広範な侵害要件の捉え方をするが故に、侵害の結果生じた

「損害」と評価することができるような状態をも BGB1004 条の意味での侵害

と解し、「侵害」と「損害」の境界付け、さらにはそれと関連する BGB1004

条の侵害除去請求権と BGB823 条、249 条による不法行為法上の原状回復請

（13） BGB985 条は所有物返還請求権について、また、BGB1005 条は所有者の引取忍容請

求権（現在では Verfolgungsrechtとの見出しが付されている）について定める。なお、

ドイツでは、明文規定をもって、BGB1004 条の２種類の請求権と併せて、４種類の

物権的請求権を認めていることに注意が必要である。BGB1005 条の請求権について

は、山田晟「物権的請求権としての『引取請求権』について」法学協会編『法学協会

百周年記念論文集第三巻』（有斐閣・ 1983 年）１頁以下参照。

（14） 分かり易くは、後掲［５］判決の判決理由参照。また、その他にも、例えば、連邦

通常裁判所 2000 年９月 22 日判決（NJW-RR 2001,232）等参照。学説については、前

注（９）の jurisPK-BGB / Ehlers, § 1004 Rn. 2 のほか、Palandt (=Buergerliches

Gesetzbuch, 72. Aufl. 2013) / Bassenge, § 1004 Rn. 5 und 6 ; Bamberger / Roth (=Kommentar

zum Buergerlichen Gesetzbuch, Band 2, 2. Aufl. 2008) / Fritzsche, § 1004 Rn. 34 等参照。
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求権との関係というその解決が困難な問題を生じさせている（15）（以上に対し、

近時の有力説は、BGB1004 条の請求権の制度の沿革から、同請求権を生じさ

せる侵害要件を限定的に解すべき旨主張する（詳細は後述））。

②請求の相手方（妨害者） BGB1004 条は、侵害の除去または不作為を

所有者が「妨害者」に対し請求することができる旨定める。したがって、請

求の相手方となる妨害者の存在が当然の前提となる（なお、BGB1004 条の文

言からして明らかなように、妨害者の「故意・過失」は要件とされない）。

この「妨害者」につき、従来からの判例・通説は、それを「行為妨害者

（Handlungsstoerer）」と「状態妨害者（Zustnadsstoerer）」に２分して把握して

きた（16）。ここで、判例によると、「行為妨害者」とは、「所有権の侵害を、そ

の行動（Verhalten）、つまり積極的行為又は義務に違反した不作為によって相

当に引き起こしている者」とされ、他方、「状態妨害者」は、「侵害を確かに

引き起こしてはいないが、その標準的な意思によって、侵害している状態を

（15） このことについては、後掲［３］判決の判決理由において、連邦通常裁判所自体が

自覚的に述べている。また、近時、わが国でこの点を詳細に述べるものとして、根

本・前掲書（前注（11））253 頁以下、特に 283 頁以下参照。

（16） 比較的近時の連邦通常裁判所の判決でも確認されているように、依然として、判例

は、この２分法を基本的には維持するようである（連邦通常裁判所 2006 年 12 月１日

判決（NJW 2007,432ff.）。以下、本文における行為妨害者・状態妨害者の説明につい

ては、同判決の判決理由による）。

（16） また、判例・通説の行為妨害者・状態妨害者に関しては、前注（１）に挙げた拙稿

のうち、広島法学 34 巻４号 48 頁以下、52 頁以下等を参照。また、これに関する先

行業績も多数あり、例えば、川角由和「近代的所有権の基本的性格と物権的請求権と

の関係（二・完）」九大法学 27 頁以下、特に 51 頁以下（1986 年）、鷹巣信孝「所有

権に基づく妨害排除請求権」佐賀大学経済論集 21 巻３号 105 頁以下、特に 107 頁以

下（1988 年、同『所有権と占有権』（成文堂・ 2003 年）57 頁以下に所収）、田中康博

「物権的請求権における『責任要件』について」六甲台論集 34 巻４号 123 頁以下、特

に 128 頁以下（1988 年）、同「所有権に基づく物権的請求権の請求内容について」京

都学園法学創刊号 53 頁以下、特に 55 頁以下（1990 年）、根本・前掲書（前注（11））

255 頁以下等を参照願いたい。
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維持している者」とされる。

③両要件の関係　　以上述べてきたことから分かるように、ドイツの判

例・通説は、両要件の関係を意識して解釈論を展開してきたといえる。また、

詳細については、改めて後述するが、判例・通説によると、請求の相手方が

「妨害者として」問題となっている侵害について「責任を負うということ」

が要件とされると解されていることにも注意が必要である。

（３）侵害除去請求権の内容

ドイツの判例・通説は、その詳細については後述するように、侵害除去請

求権の内容につき、次のように解している。つまり、「妨害者は、継続して

いる所有権侵害を除去しなければなら」ず、そのことは、結局のところ、

「所有権の内容に応じた状態の回復」、すなわち「少なくとも、妨害源の除去」

を意味するというようにである（17）。そして、前述したように、ドイツの判

例・通説は、侵害要件につき、非常に広範囲にわたる解釈の仕方を支持する

ことから、特に判例による場合、侵害除去請求権によって、当該侵害がなか

ったならば存したであろう状態の回復だけでなく、場合によっては損害の回

復とも評しうるような原状回復請求を認める状況にあることに注意する必要

がある（この点の詳細については、連邦通常裁判所の後掲［３］判決の判決

理由等、改めて後述する）。

（４）所有者の他の請求権との関係

①不法行為法上の損害賠償請求権との関係　　まず、所有者の侵害除去請

（17） 例えば、後掲［５］判決の判決理由参照。また、［５］判決の判決理由では、以下

の文献を引用しつつ、本文のように述べている（Erman / Ebbing, § 1004 Rdnr. 64 ;

Erman / Hefermehl, § 1004 Rdnr. 7 ; Jauernig, § 1004 Rdnr. 7 ; Medicus, in : MuenchKomm, §

1004 Rdnr. 71 ; Baur / Stuerner, § 12Rdnr. 7, 20 ; Larenz / Canaris, S. 698 [700] ; Mertens,

NJW 1972, 1783 [1785] ; Stickelbrock, AcP 197 [1997], 454, [464ff.])。
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求権との関係が問題となるのは、すでに指摘したとおり、不法行為法上の損

害賠償請求権である。BGBは、その 823 条で、所有権の侵害者の故意・過失

を要件とする損害賠償義務につき規定し、その損害賠償の方法については、

249 条により、原状回復を原則とする。したがって、所有者は、その所有権

の侵害者に対し、不法行為法上の請求権を行使することによって、損害賠償

としての原状回復を請求しうるのである。

その一方で、侵害除去請求権の判例・通説の立場によると、所有者は、妨

害者に対し、その故意・過失を問うことなく、「所有権の内容に応じた状態

の回復」という意味での原状回復を請求しうることになる。したがって、ド

イツでは、「侵害」と「損害」の境界付けがなされないとすると、両請求権

は原状回復という点で一部重なり合う可能性があり、ドイツの有力説はこの

点を批判し、他方、連邦通常裁判所は、そのような危険もある意味やむを得

ないものとして処理する傾向にある（18）。

また、このことに関連して、ドイツの判例・学説では、不法行為法上の損

害賠償請求権に適用のある BGB251 条、254 条等の侵害除去請求権への（類

推）適用可能性についても活発な議論が展開されている（19）。

②事務管理・不当利得に基づく費用請求権との関係　　ドイツでは、土地

（18） 判例については、後掲［３］判決の判決理由参照。また、前注（１）に挙げた拙稿

のうち、広島法学 22 巻４号 212 頁以下、特に有力説の批判については 215 頁、さら

に私法 65 号 198 頁以下参照。また、より詳細には、例えば、根本・前掲書（前注

（11））283 頁以下等参照。

（19） BGB251 条２項の類推適用可能性の詳細については、例えば、和田真一「費用の過

大さを理由とする妨害排除請求権の制限」立命館法学 225 ・ 226 号 785 頁以下（1992

年）、川角由和「ネガトリア責任と金銭賠償責任との関係について」広中俊雄先生古

稀祝賀記念論集『民事法秩序の生成と展開』（創文社・ 1996 年）537 頁以下、益井公

司「物権的請求権と金銭賠償について」比較法研究 58 号 124 頁以下（1997 年）等参

照。また、BGB254 条の類推適用可能性についても、ここでは、例えば、前注（１）

に挙げた拙稿のうち、広島法学 23 巻４号 165 頁以下、24 巻１号 89 頁以下等を参照。
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所有者がその所有権を侵害されている場合に、所有者自らがその侵害を除去

し、その除去に要した費用を事後的に妨害者と目される者に請求しうるかと

いうことも問題となっている（20）。そもそも、所有者による自力救済的行為が

許されるかどうかという問題もあるが、判例・通説は、請求の相手方が

BGB1004 条の妨害者として侵害の除去義務を負うということを前提として、

所有者は、妨害者に対し、事務管理または不当利得に基づく費用償還または

返還請求権を認めている。なお、その際の請求可能な費用の範囲については、

請求の相手方が BGB1004 条に基づいて負っていた侵害除去義務に対応する

ものと解されている（21）。

２　判例の動向

以上のことを前提に、それでは、次に、土壌汚染と物権的請求権に関する

ドイツの裁判例の動向をみることにする（22）。

そこで、以下では、まず、比較的近時の連邦通裁判所の判決を取り上げ、

土壌汚染と物権的請求権との関係を考える上で重要と考えられる部分に焦点

（20） この問題の詳細については、例えば、鎌野邦樹「物権的請求権について」高島平蔵

教授古稀記念『民法学の新たな展開』（成文堂・ 1993 年）119 頁以下、同「妨害者不

明の場合の妨害と排除」半田正夫教授還暦記念論集『民法と著作権法の諸問題』（法

学書院・ 1993 年）123 頁以下等参照。また、前注（１）に挙げた拙稿のうち、広島

法学 22 巻４号 207 頁以下、23 巻１号 141 頁以下も参照のこと。

（21） このように、ドイツの判例・通説による場合には、所有者の妨害者に対する費用請

求権が認められ、かつ、前述したとおり侵害の範囲を広く捉える傾向にある結果、有

力説が批判するように、請求の相手方の故意・過失を要件としない費用賠償請求権を

認めるのと実質的に異ならない状況があるともいえる。

（22） 先行研究として、例えば、土壌汚染自体については松村弓彦『ドイツ土壌保全法の

研究』（成文堂・ 2001 年）で、私法上の責任に関する判例の動向についての研究がな

されている（特に、同書 82 頁以下参照。また、その基になった同「汚染された土地

の売主の瑕疵担保責任」ジュリスト 1096 号 121 頁以下（1996 年）、同「土壌汚染に

関する私法判例（ドイツ）」環境研究 104 号 98 頁以下（1996 年）も参照）。
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をあてつつ、各判決の具体的内容を確認することにしたい。

（１）具体的裁判例（23）（24）

［１］連邦通常裁判所 1986 年９月 18 日判決（BGHZ 98,235 等）

【事案の概要】

被告Ｙの夫（故人）Ａは、1960 年代から本件土地を賃借し（なお、当時の

本件土地所有者Ｂとの賃貸借契約に基づくと 1971 年以降）、同地上でガソリ

ンスタンドを経営しており、その死亡後は、Ｙが、その経営を受け継いだ。

本件土地の地下には、２つの軽油等の動力用燃料タンクおよび廃油用タンク

が存在した。ただし、廃油用タンクについては、1976 年以降、操業において

生じる廃油についての監督官庁の異議の結果、もはや使用されていなかった

（それ以降、廃油は、別途処理されている）。1981 年のはじめに、本件土地の

賃貸借契約が終了し、Ｙは、そのガソリンスタンドの経営をやめた。

Ｂは、1981 年の終わり頃に、本件土地を原告Ｘに売却した。1982 年に始

められたガソリンスタンドの取り壊しおよび掘削作業が行われている間に、

本件土地が油によって汚染されていることが判明した。Ｃ市は、下級の水利

官庁として、Ｙに対してと同様、作業を行っていた会社（その責任を負うべ

き管理者はＸである）に対して、地下水汚染の防止についての行政命令を出

した。Ｙがその行政命令に対して法的手段に訴えた一方で、Ｘは、約

175962DMを費やして、その行政命令に従う措置を講じた。

ここで、Ｘは、油による土壌および地下水の汚染がもっぱらＹおよびその

（23） なお、以下での連邦通常裁判所の考察に際しては、特に判決理由を訳出するにあた

り、判決原文にある引用判決および文献を省略することとし、必要に応じ、筆者の判

断で、注の形で補足説明することとした。

（24） これ以前の判決として、連邦通常裁判所 1966 年３月 22 日判決（NJW 1966,1360）

も関連判例として引き合いに出されることがある（例えば、後掲［５］判決の判決理

由等で）。
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夫であるＡのガソリンスタンド経営の期間中に発生したと主張し、そして、

Ｙに対し、前記費用の償還を請求した。これに対し、Ｙは、土壌汚染はＸに

よって行われた取壊し等の作業の過程で貯蔵タンクが破損したこと、そして、

あるいは、第三者が施設を不適切に取り扱ったことにより惹起されたもので

あると主張した。そして、さらに、Ｙは、Ｘの請求権の消滅時効を援用し、

自らの責任を否認した。

LGは、Ｘの請求を棄却。これに対し、OLGは、Ｘの請求を認容。Ｙの上

告に対する判断が、本判決である。

【判旨】原判決破棄、Ｘの請求棄却。

本判決では、Ｘ・Ｙの警察法上の責任等についても判示されているが、以

下では、本稿の主たる検討対象である BGB1004 条の請求権に関連する判示

内容に限って、その内容をみることにする。

「… BGB683 条、677 条（25）に基づく費用償還請求権は、Ｘに与えられない。

確かに、事務管理に基づくそのような費用償還請求権は、次の点で、認め

られなくなることはない。つまり、Ｘが、そのような事務管理の推定につい

て必要な意思、すなわち、油の除去によってＹの事務をも行おうとする意思

を有しないか、または、その意思を十分に表明しなかったという点において

である。客観的にみて他人の事務が問題である場合には、他人の事務を行う

という意思は推定される。同様のことは、客観的に他人の事務が問題である

場合に、（管理者の）他人の事務をも同時に果たすという意思についても妥

当する。つまり、油の除去が（少なくとも）Ｙの事務でもあったのかどうか

ということが問題となる。

Ｘが自己の土地の土壌に染み込んだ油を除去することによってＹの事務を

行ったかどうかということは疑わしいが、結局、その最終的な判断は、必要

（25） BGB677 条および 683 条は、事務管理者の義務および管理者の有する費用償還請求

権に関する規定である。
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ではない。

油の除去は、Ｙが例えば BGB1004 条によりＸに対し除去義務を負うとい

う理由からすると、Ｙの事務ではなかった。というのは、Ｘは、もはやその

ような請求権を行使することができなかったからである。その限りにおいて

も、Ｙは、少なくとも、消滅時効の抗弁を引き合いに出すことができる。

連邦通常裁判所は、次のように述べてきた。つまり、新しい所有者の

BGB1004 条の請求権は、従来の所有者の請求権と同一のものである。その請

求権は、独立して譲渡することはできず、そして、絶対権の移転とともに、

何の問題もなく、新しい権利者に移転する。消滅時効の問題について、連邦

通常裁判所は、－ BGB195 条（26）による BGB1004 条の請求権の消滅時効可能

性を想定する際には－次のように述べてきた。つまり、所有者の交代の際に

も、結論において、債務法上の請求権の際と何ら異なる取り扱いはなされな

いというようにである。ここでは、請求権者の交代は、消滅時効期間の進行

に何の影響も与えない。というのは、請求権が同じであるからである。した

がって、所有者の交代に際し、新しい時効期間の進行が始まることはない。

この判例を基礎に置くと、次のことが、重要な意義を有する。つまり、

BGB1004 条によりＹに侵害の除去を請求することができるという前所有者の

請求権が、Ｘが本件土地を取得したときに、すでに時効消滅していたかどう

かということである。

本件はそうであった。…＜以下、省略＞」。

（26） 本判決当時（2001 年債務法現代化法前）の BGB195 条は、普通の消滅時効期間

（30 年）に関する規定である。また、本判決では、（使用）賃貸借関連の問題であっ

たことから、本判決当時の BGB558 条による請求権の消滅時効も問題となった。なお、

消滅時効に関する両条については、例えば、柚木馨＝高木多喜男補遺『現代外國法典

叢書（１）獨 民法〔Ⅰ〕民法総則』（有斐閣・ 1955 年）291 頁、柚木馨＝上村明廣

補遺『現代外國法典叢書（２）獨 民法〔Ⅱ〕債務法』（有斐閣・ 1955 年）493-494

頁参照。
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（以下、本判決では、Ｙおよびその夫Ａによる本件土地所有権の事実上の侵害がすでに

前所有者の下で終了していたこと、その後、BGB1004 条の意味での重要な所有権侵害

が存在しないこと等を認め、ＸのＹに対する侵害除去請求権をはじめ、BGB683 条、

684 条、812 条に基づくＸのＹに対する請求権も認められないと判示された）。

［２］連邦通常裁判所 1990 年３月８日判決（BGHZ 110,313 等）

【事案の概要】

原告Ｘは、本件土地の所有者であり、同地上に１棟の建物を所有していた。

Ｘが所有するその建物は、その内部で区分されており、その一部は、Ｘの作

業場として使用されていた。そして、残りの部分については、訴外Ａに賃貸

に出されており、賃借人Ａは、そこに被告Ｙ所有の粉ミルクを貯蔵してい

た。

その後、Ｘが所有する当該建物は、火事によって損壊した。その際、Ｙが

所有する粉ミルクの大部分は、火事による熱の影響のために使いものになら

なくなった。また、その粉ミルクの一部は、消火水、合成消火剤および雨水

と混ざり合い、そして、その混合物は、Ｘ所有建物の地下室および貯水槽に

流れ込み、そこで沈殿するに至った。さらに、その他の粉ミルクの残部は、

消火水とともにＸの所有する本件土地上に流出した。

Ｘは、行政命令により、健康に対する危険を排除するために、灰となった

粉ミルクの除去を求められ、そして、その後の補完的な処分によって、さら

に、公衆安全の利益のために、地下室および貯水槽に沈殿している粉ミルク

を含んだ混合物を除去するよう義務づけられた。Ｘは、それらの処分に従っ

て、粉ミルクおよびその混合物を除去した。

そこで、Ｘが、粉ミルクの所有者であるＹに対し、粉ミルクとその混合物

の除去に関する費用、そして、火事の消火に際して費やした費用、土壌と地

下水について想定される負荷を考慮しての科学的な調査の費用および行政命

令との関係で必要とした弁護士費用の支払いを請求した。
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LGおよび OLGは、Ｘの請求を棄却。Ｘの上告に対する判断が本判決であ

る。

【判旨】破棄差戻し。

本判決では、Ｘの事務管理に基づく費用償還請求権との関係で、ＸのＹに

対する BGB1004 条の請求権について次のように判示された（なお、Ｙの警

察法上の責任については、前掲［１］判決と同様の判断が下されている。ま

た、本判決では、ＸのＹに対する BGB684 条に基づく請求権、さらには損害

賠償請求権についても判示されているが、本稿では省略する）。

「Ｘの費用償還請求権は、BGB683 条から生じる。Ｘは、自己の土地から

粉ミルクの残留物を除去することによって、Ｙの事務をも行った。Ｘが彼に

対して出された警察命令に従うということから同時に自らの事務をも行った

ということは、他人の事務管理についての推定を妨げるものではない。…＜

中略＞… BGB683 条から生じる請求権は、事務管理の委託者としてのＹの対

立する意思という点でも認められないということにはならない。そのことは、

少なくとも、Ｘの行為が公共の利益に存するということからも明らかであ

る。」

そして、連邦通常裁判所は、Ｙの事務（義務）の内容との関係で、次のよ

うに判示した。

「Ｙの事務は、次の理由から、粉ミルクの除去であった。つまり、Ｙは、

BGB1004 条１項１文により、Ｘに対してその義務を負っていたからである。

Ｘの土地での粉ミルクの存在は、BGB1004 条の意味における所有権の妨害を

意味した。Ｙは、妨害者であった。というのは、ＹがＸの土地にその粉ミル

クを持ち込んだからである。

確かに、Ｘは、さしあたっては、粉ミルクと結びつく所有権への作用を忍容

しなければならなかった。何故なら、…Ｙらの側では、訴外Ａが、Ｘとの賃貸

借契約上の取り決めに基づいて、それについての土地利用権を有していたから

である。しかし、この忍容義務は、火災の後に消滅した。…＜中略＞…
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土地から粉ミルクを運び出すために生じ、かつ、その粉ミルクが火事の結

果として損害を与えられていない元の状態で運び出されるときに必要とされ

るＸの費用は、償還されうる。つまり、Ｙの償還義務は、追加的に水および

消火剤を地下室および貯水槽から除去することにより、そして、いまや必要

とされる処理措置により生じる費用にまで拡張されはしない。これにより、

Ｙがどの程度の額の費用を負担しなければならないかということは、なお、

未解決の問題であり、原審による解明を必要とするものである。…＜以下、

省略＞」（27）

［３］連邦通常裁判所 1995 年 12 月１日判決（NJW 1996,845 等）

【事案の概要】

原告Ｘは、1990 年に本件土地を取得し、同土地の所有者となった者である。

本件土地と並んで、破産会社Ｙ（元被告。上告手続中に破産したことにより、

現在はその破産管財人が被告となっている）の工場敷地が存在した。Ｘが本

件土地に新しい建物を建築しようとしたところ、同土地で、テトラクロルエ

チルおよび過クロルエチルによる強力な土壌汚染が確認された。そのため、

Ｘは、本件土地の汚染された土壌を掘り出し、その浄化処理をするために、

（27） なお、本判決では、Ｙが BGB1004 条に基づいて負う侵害除去義務の範囲との関係

で、損害賠償請求権に関するわが国でいうところの過失相殺規定に該当するような

BGB254 条（共働過失（Mitverschulden））の類推適用が認められていることにも注意

が必要である。本判決では、本文でも述べているように、Ｙの責任は「火事が生じる

前の状態での粉ミルクの搬出に際して生じる費用の範囲」で認められているにすぎず、

火災後の処理措置によって生じるあるゆる費用は、その費用に全く含まれないものと

判示されている。連邦通常裁判所は、このことを説明するために、BGB254 条を引き

合いに出し、「本事例においては、妨害を全ての範囲において除去するという場合に

よっては生じうるＹの義務は、少なくとも BGB254 条の法思想を顧慮することによっ

て排除される」と判示していることにも注意する必要がある（詳細については、前注

（１）に挙げた拙稿のうち、広島法学 23 巻４号 165 頁以下、24 巻１号 89 頁以下参照）。
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高額の費用を費やさなければならなかった。そこで、Ｘは、その土壌汚染が

Ｙの工場敷地に由来するものであると主張し、Ｙに対し、土壌汚染の処理費

用として 610693,85DMの支払いを求めた。また、それとは別に、損害賠償の

支払いおよびその義務の確認も訴求した。

LGおよび OLGは、Ｘの請求を棄却。Ｘの上告に対する判断が、本判決で

ある。

【判旨】破棄差戻し。

連邦通常裁判所は、ＸのＹに対する損害賠償請求権を否定した上で、Ｘが

Ｙに対し土壌汚染の除去請求権（BGB1004 条１項１文、以下、判決文での

「ネガトリア責任」も同条に基づく責任をいう）を有しなかったことを理由

に、原審がＹの不当利得責任およびＸの事務管理に基づく請求権を否定した

ことについて、「法律上の誤りがある」とし、次のように判示した。

「原審の解釈は、連邦通常裁判所の判例にも、また通説にも反するもので

ある。上告法上、つぎのことが出発点とされるべきである。つまり、本件土

地に存在する有害物質がＹの（工場）操業に由来するときには、Ｘは、（そ

れが土壌中に存在する限り事実上Ｘの所有権を引き続き侵害する）この有害

物質の除去請求権を有するということである。原審も、Ｙが『かつての』行

為妨害者であったことを認めている。…一度生じた責任は、義務者の行為に

よっては、なんら変更を加えられない。…妨害によって何らかの目的物また

は物質がある土地に存在するに至ったときには、その物は、土地所有者の他

人の物を自己の土地から取り除くという物支配を侵害する。その物が取り除

かれるまで、それは、所有権の妨害源を形成する。そして、そのことは、そ

の妨害している物質が妨害者の物であるか否かということにもかかわりを持

たない。妨害者のネガトリア責任の根拠は、妨害者が責任を負うべき行為の

結果、その物質が他人の土地に存在するに至ったということであるにすぎな

い。」

これに続けて、連邦通常裁判所は、ネガトリア責任と不法行為法上の損害
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賠償責任との関係、および除去請求権の範囲について、次のように判示す

る。

まず、ネガトリア責任と不法行為法上の損害賠償責任との境界付けについ

ては、「（それは、）BGB1004 条の最も解決のなされていない問題の１つであ

る。除去請求権は、少なくとも、部分的に、損害賠償請求権と大いに同様の

原状回復的効力を有し、そして、除去請求権は、過失を要件としない除去責

任によって、過失主義に基づく損害賠償法がその効果を失われるという危険

に出くわさざるをえない」とする。ただ、「本事例においては、主に、所有

権を妨害している干渉からさらなる結果として生じる障害および損害が問題

であるのではなく、さしあたり、Ｘの土地に存在する物質自体が問題である

に過ぎない。その限りで、…妨害者がこの物を BGB1004 条１項により除去

しなければならないということについては、学説においても広く意見の一致

が認められる。このことは、ライヒ裁判所および連邦通常裁判所の判例に合

致する」として、その問題の解決を試みる必要がないとする（28）（29）。

次に、除去請求権の範囲について、連邦通常裁判所は、「本事例において

は、…土壌と侵入している物質との間に密接な結合が生じており、その結果、

この状態が、いまでは土地所有権への干渉の結果、損害であるように思われ

うることは認める」としつつも、「しかし、Ｘの除去請求権は、次のことに

（28） 連邦通常裁判所の判決としては、前掲［２］判決等を引用する。

（29） また、連邦通常裁判所は、このような判断に続けて、学説における有力説の主張を

支持しえないことに関連して、次のように判示していることにも注意が必要である。

つまり、「請求権者の土地上に違法に存する物を妨害者は除去すべき義務を負うとし、

他方でそのような除去義務は混入した物質（油等）については存すべきでないとする

ことは、納得のいく区別ではない」というようにである。

（29） これに続けて、連邦通常裁判所は、前掲［１］判決を引き合いに出しつつ、同判決

も油による土壌汚染の事例において、BGB1004 条１項による侵害除去請求権が認め

られることを前提に、しかし、当該事案の特殊性のために、同請求権が時効消滅した

とも述べている。
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おいて認められなくなることはない。つまり、現に存する有害物質の単独で

の除去が技術上達成することができず、むしろ、そのことは、土壌を掘り出

し、適切な処理をすることによってのみ可能であるということである。詳し

くいうと、侵害されている所有者は、BGB1004 条１項の請求権を、次の理由

から失うことはあり得ない。すなわち、妨害者が、技術状況により、純粋な

妨害の除去のために必要であるよりも拡張された給付を提供しなければなら

ないという理由からである。他方がなければ一方も不可能であるときには、

除去請求権は、まさに、土壌の除去およびその処理にまで拡張されなければ

ならない」と判示する。

［４］連邦通常裁判所 1999 年７月 22 日判決（BGHZ 142,227 等）

【事案の概要】

被告Ｙは、1964 年以降、ホテル（以下、本件建物）の建てられている本件

土地の所有者である。Ｙは、本件土地を、1976 年に 1991 年３月 31 日までの

契約期間で、訴外Ａに賃貸に出していたが、契約期間終了とともに、Ｙは同

土地の返還を受けていた。1991 / 1992 年の暖房期間が始まるまで、本件建物

では、オイルによる暖房が使用されていたが、その後、暖房設備は、天然ガ

スに切り替えられた。なお、Ｙが、1991 年９月 30 日に、オイルタンク設備

に 6611 リットルの灯油を給油させた後、同タンク設備は、1992 年４月には

空になり、そして、その一部が撤去された。

1992 年の春に、原告であるＸ市は、Ｙの土地に隣接する２本の道路で用水

路の建設作業を行った。その際、通学路で、オイルによる地下水および土壌

の汚染が確認された。なお、このオイルについては、本件土地からの地下水

流によって、Ｘに帰属する道路敷地の土壌に達したということについて、当

事者間に争いはない。また、このオイルの漏出の原因は、オイルタンクへの

オイルの充填に際しての１つまたは複数の事故、または充填用シャフト内部

での通油管の欠損であると考えられ、それらのことを通じて、大量のオイル
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がドーム状シャフトに流出し、そして、そこから土壌に染み込んだものとさ

れている（ところで、Ｙは、上記の一連の出来事について、それらが 1991

年３月 31 日より前（したがって、訴外Ａとの賃貸借契約期間中）の時点で

起こっており、そして、Ｙは、本件土地の処分権限を有していなかったと主

張する）。

用水路の建設作業を行うに際し、施工業者Ｂは、さしあたり、地下水をポ

ンプで汲み出し、小川に流し込ませていた。しかし、オイルによる汚染の確

認後、下級の水利官庁であるＣが、建設停止の処分をし、そして、さらに、

次のこと（つまり、汲み上げた地下水からオイルを分離した上で導水路に流

すこと）を命じた。また、土地の汚染された土壌は、搬出され、そして、小

川の土壌も交換された。

以上のような状況下で、Ｘは、地下水および土壌のオイルによる負荷の結

果生じた多額の費用を総額で 159245,61DMと見積もり、Ｙに対し、その賠償

を請求した。また、さらに、Ｘは、Ｙに対し、土壌および地下水汚染の浄化

措置のために必要となるさらなる全ての費用の賠償をも求めた。

LGと OLGは、Ｘの請求を認容。Ｙの上告に対する判断が、本判決であ

る。

【判旨】破棄差戻し。

本判決でも、物権的請求権との関係で重要であるのは、ＸのＹに対する費

用償還および不当利得返還請求権についてであるので、その部分に限定し、

以下、判決理由をみることにする。

「…Ｘには、Ｙに対し、次の限りで、事務管理（BGB683 条、684 条）ま

たは不当利得（BGB812 条１項１文）に基づく請求権が認められうる。つま

り、Ｙが BGB1004 条１項による妨害者として、その土地に由来するオイル

の汚染（隣接するＸの道路敷地での）を除去する義務を負い、そして、その

ことから、Ｘが、土壌および地下水の浄化という事務処理を（も）行った限

りにおいてである（30）。費用賠償および利得返還請求権は、水管理法 22 条に
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よる損害賠償請求権との関係では、異なる要件および効果を有し、－特にこ

こでは、建設作業の停止によってもたらされた多額の費用は支払われない－、

そして、それ故に、BGB906 条２項２文とは異なり、この特則規定は関係し

ない。どの程度に、本件で、それらの請求権が理由のあるものとなるかにつ

いては、－控訴審が、そのことについて審理していないので－理由・程度か

らして、明らかでない。本法廷は、そのために必要な認定をすることはでき

ない。

その結果、原判決は、破棄を免れず、そして、事件を控訴審に差し戻さな

ければならない。…＜以下、省略＞」

［５］連邦通常裁判所 2005 年２月４日判決（NJW 2005,1366 等）

【事案の概要】

2002 年６月 30 日の夕方に、被告Ｙ所有の土地にある１棟の小屋で、有害

物質である炭化水素を含んだ液体が流出した（なお、その詳細については不

明）。その液体は、原告Ｘが所有する隣接地（以下、本件土地）上に広がっ

た。これによって、汚染された歩道タイル、石および土壌層は、所管の秩序

官庁の指示により、除去された。本件土地の原状回復のために、Ｘは、

910,38 ユーロの費用を費やさねばならなかった。そこで、Ｘは、Ｙに対し、

当該費用の支払いを求めた。

原審は、Ｘの請求を棄却。Ｘの上告に対する判断が本判決である。

【判旨】Ｘの請求棄却。

連邦通常裁判所は、Ｘの請求にかかわる BGB823 条１項の損害賠償請求権

および BGB1004 条と関連する BGB683 条、684 条に基づく費用償還請求権を

ともに否定した原審判決を結論の点では維持すると判示した。なお、ここで

も、物権的請求権との関係で重要なのは、Ｘの事務管理に基づく費用償還請

（30） 以上について、前掲［３］判決、［１・２］判決の参照を指示する。
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求権に関する判示部分であることから、以下、これに限定して、本判決の内

容をみることにする。

「控訴審裁判所は、適切に、次のことを出発点とする。

自らその所有権の侵害を除去した所有者は、BGB1004 条１項１文によりそ

もそもその義務を負う妨害者に、妨害の除去に必要な費用の賠償を請求する

ことができる。というのは、所有者は、妨害者の事務を処理したか

（BGB683 条、684 条）、または事務管理の要件の充足が認められないときに

は、妨害者は、自己の費用を免れる下で、その除去義務から解放され、そし

て、それ故に、不当に利益を得ているからである（BGB812 条１項１文 Alt. 2、

818 条２項）。このことは、従来の判例（31）、そして、ほぼ一致している学説に

おける解釈にも合致する。

次のことも正しい。つまり、炭化水素による土地の汚染が、BGB1004 条１

項１文の意味における所有権侵害を意味するということである。この下で、

所有権内容（BGB903 条）に反するあらゆる状態が理解されうる。土地の所

有者の意思なく、他人の物または物質が、その所有者の土地または土壌中に

達したときには、それらの物は、BGB903 条により所有者に保証された包括

的な物支配（それには、他人の物または物質を自らの土地から遠ざけておく

ということも属する）を侵害する。それ故に、これらの物または物質は、そ

れらが取り除かれるまで、もっぱらそこに存在するということによって、継

続的な所有権の妨害源となる。

同様のことは、次の場合にも妥当する。つまり、所有者が、その妨害して

いる物の所有権を放棄するとき、または、ここでのように、侵害されている

土地と付合することによってその所有権を失ったとき（BGB946 条）である。

…＜以下、省略＞（32）」。

以上に続けて、連邦通常裁判所は、BGB1004 条１項１文により、土壌汚染

（31） 前掲［１・２・４］判決等を引用する。
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について責任を負う者の除去義務の内容に関しては、控訴審裁判所の判断に

誤りがあると判示し、次のように述べる。

「BGB1004 条１項１文より、妨害者は、継続している所有権侵害を除去し

なければならない。これは、次のことを意味する。つまり、妨害者は、所有

権の内容に応じた状態を回復しなければならないということである。このこ

とから、少なくとも、妨害源の除去が義務づけられる。つまり、土壌汚染の

事例においては、その土地または土壌中にある有害物質の除去である。この

ことは、次の場合にも妥当する。つまり、これらの物質が、土壌と密接に結

びつくことを原因として、分離して除去することができないとき、したがっ

て、その除去が、ここでのように、土壌の掘削とそれに引き続いての処理を

必要とするときである。BGB1004 条１項１文の規定は、もっぱら、妨害の除

去を行うことを妨害者に任せるので、同規定は、それと同時に、次の危険を

も割り当てる。つまり、技術的な所与の状況のために、純粋な妨害の除去の

ために必要となる拡張された給付をしなければならないという危険である。

それ故に、他の方法ではそれが可能でないのであれば、土壌汚染の除去義務

は、土壌の除去とそれに続く処理にまで拡張される（33）。

連邦通常裁判所、特に本法廷の従来からの判例によると、妨害者は、さら

に、第一次的な妨害の除去により必然的に生じるような所有権侵害の除去の

義務を負う。…＜中略＞…

妨害の除去の結果としてのこのような侵害は、一時的な妨害のさらなる結

果として生じたような侵害と区別される。妨害除去自体の結果として生じる

侵害は、BGB1004 条１項１文の趣旨により、容易に、除去義務に含まれる。

何故なら、ネガトリア的除去請求権の目的（つまり、所有権内容に応じた状

（32） なお、判決理由では、これに続けて、連邦通常裁判所が、様々な土壌汚染事例で土

地所有権の侵害を認めてきたことを具体例を示しつつ確認しており、そこでは、前掲

［１～５］が列挙されている。

（33） 連邦通常裁判所は、ここで、前掲［３］判決を引用する。
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態を回復するということ）は、明らかに、次の場合には、妥当ではないから

である。つまり、所有者が、妨害の除去を、また別の、場合によってはさら

に広範囲にわたる侵害を甘受する下でのみ請求することができるというとき

である。…＜以下、省略＞」

以上のように、連邦通常裁判所は、妨害者の除去義務について判示した上

で、最終的に、本件土壌汚染については、Ｙ不在の間に、第三者（Ｙと敵対

しているその隣人）によって、故意に惹起された可能性が高く、Ｙの責任を

根拠付ける侵害行為の証明がなされていないとして、Ｘの請求権を否定した

原審の判断を正当とする。なお、この関係で、さらに、本判決では、Ｙの妨

害者資格についても判示されているので、以下、その判示内容についてもみ

ておくことにする。

「したがって、次のことも証明されない。つまり、Ｘの所有する土地の汚

染が、Ｙの積極的行為、または義務に違反した不作為に還元することができ

るということである。Ｙを BGB1004 条１項１文の意味における行為妨害者

とみなすことはできない。何故なら、行為妨害者とは、所有権侵害を、その

行動、またはその意思活動によって相当に引き起こしている者のみをいうか

らである。請求されている者の責任が生じる事情は、請求する者が、立証し

なければならない。

Ｙは、状態妨害者でもない。何故なら、妨害はＹの土地から生じていない。

むしろ、所有権侵害は、少なくとも、間接的にも、Ｙの意思に還元されなけ

ればならない。これは、次のような場合である。つまり、Ｙが、所有権侵害

に至る危険を支配することができていたとき、特にＹが危険状態を自らもた

らしたとき、または、第三者によってもたらされた危険状態を維持していた

ときである。それに対して、有害な液体が、Ｙの認識・意思なしに、第三者

によってＹの土地に搬入され、そして、そこに放出されたときには、Ｙは、

これと結びついたＸの土地所有権にとっての危険を防止することはできなか

った。原審の認定によると、そのような事実経過は、真に起こる可能性があ
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り、そして、Ｘは、反証していないので、Ｙが BGB1004 条１項１文の意味

における状態妨害者であるということは認められない。」

＜参考＞本稿で取り上げた判決のほか、連邦通常裁判所は、2010 年５月 21 日にも PFT

（フッ素系界面活性剤）による土壌汚染について判示している（NJW 2010,2341）（34）。

（34） 同判決の事案は、次のようなものであった。

（34） 原告 X1 は、7110 平方メートルの広さの農業利用可能な土地（本件土地）の所有者

である。本件土地には、X2 のために、（用益）賃借権が設定されており、2002 年８月

22 日の契約で、X2 は、被告Ｙに、その土地を賃貸に出していた（X2 とＹの契約内容

は、次の通り。契約期間： 2002 年８月 22 日～ 2008 年 12 月 31 日まで、年額賃料＝

327,17 ユーロ、目的：苗木畑としての利用）。

（34） Ｙは、契約当初は、上記目的で本件土地を利用していたが、その後、飼料用トウモ

ロコシを栽培するようになった。そして、2004 年に、Ｙは、訴外Ａに本件土地にバ

イオ肥料を散布することを許容した。なお、訴外Ｂによって数回にわたって納品され

たＡの散布した肥料の原材料には、少なくとも、一部に、PFT（フッ素系界面活性剤）

や産業廃棄物が混入していた。このうち、PFTは、自然に存在するものではなく、ま

た、植物に吸収され、発癌性を有する物質であることから、同物質の散布された本件

土地から、飲食用の果実を出荷することは、所管の官庁により禁止されることとなっ

た。これに伴い、Ｙが X2 に対し、本件土地の賃貸借契約の解約を申し入れ（本件土

地での耕作の不能を理由に）、その後、周辺住民の保護のための措置等がとられるこ

ととなった。

（34） 以上のような状況下で、Ｘらが、Ｙに対し、PFTによる汚染がなかったならば存し

たであろう状態の回復を請求したのが、本件事案である。

（34） 裁判所の判断は、LGは、Ｘらの請求を認容したが、OLGは棄却。連邦通常裁判所

の判決では、原判決が破棄差し戻されている。同判決中、Ｙの BGB1004 条に基づく

責任については、非常に簡潔に前掲［３］判決の参照を指示しつつ、次のように判示

されている。つまり、「Ｙは、BGB1004 条の意味における妨害者である。妨害者とし

て、Ｙは、両原告に対し、原則として、PFTを土地から除去する義務を負う」という

ようにである（その他の詳細については、本稿では省略する）。


